
青森県最低賃金 

青森県特定（産業別）最低賃金 

                      

 

 

令 和 ７ 年 １ １ 月 ２ １ 日 から 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ １ 日 から 

産 業 名 時間額 

鉄  鋼  業  1,109円 

電子部品・デバイス・電子回路、電気
機械器具、情報通信機械器具製造業 1,045円 

次の２つの青森県特定（産業別）最低賃金は、令和７年度は改定されないため、令和７年１１月２１日か

ら「青森県最低賃金（１，０２９円）」が適用されます。 

百貨店、総合スーパーマーケット、 
その他の各種商品小売業 1,029円 

自 動 車 小 売 業 1,029円 
 

※ 最低賃金に関するご相談・お問い合わせは 

 青森労働局 労働基準部 賃金室 （ＴＥＬ ０１７－７３４－４１１４ ）又は最寄りの労働基準監督署へ。 

  青森労働局のホームページ（https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/）でもご覧いただけます。 

時間額1,029円 

最低賃金の適用を受ける使用者は、この表を労働者の見やすい場所に掲示してください（最低賃金法第８条） 

も う 、 チ ェ ッ ク し た ？ 


